
第４２１回小野市議会臨時会提出議案の概要について 

 

議案第３１号 
専決処分の承認をもとめることについて 

（令和元年度小野市一般会計補正予算（第６号） 

 国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策に伴い教育・保育関連施設

に対しマスク等を配布するもの及び学校の臨時休業に伴い発注した給食材料費の

補てんに係る補正予算について令和２年３月３１日付で専決処分したことから、

地方自治法第１７９条第３項の規定により議会の承認を求めるもの。 

  補正額        １４，０００千円 追加 

  補正後総額  ２６，０７７，５００千円 

 

議案第３２号 
専決処分の承認を求めることについて 

（令和２年度小野市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）） 

 国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策に伴い感染するなどした被

用者への傷病手当金支給に係る補正予算について令和２年４月１０日付で専決処

分したことから、地方自治法第１７９条第３項の規定により議会の承認を求める

もの。 

  補正額        １，０００千円 追加 

  補正後総額  ５，６３５，０００千円 

 

議案第３３号 
専決処分の承認を求めることについて 

（小野市税条例等の一部を改正する条例の制定について） 

地方税法等の一部改正（R2.3.31 公布）に伴い、引用部分の条ずれ及び規定内容

を整理するものについて令和２年３月３１日付で専決処分したことから、地方自

治法第１７９条第３項の規定により議会の承認を求めるもの。[施行日：令和２年４月１日] 

【主な改正内容】 

・給与所得者及び公的年金等受給者の扶養控除等申告書その他の各種様式等の改

正 

・所有者不明土地等に関し、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまで

の間において、現に所有している者（相続人等）に対し、氏名・住所等必要な事項

を申告させることができるようにするもの。 

・調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかにならない場合、事前

に使用者に対して通知したうえで使用者を所有者とみなして固定資産税を課すこ

とができるようにするもの。 

 

 



 

議案第３４号 
専決処分の承認を求めることについて 

（小野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について） 

 介護保険法施行令の改正に伴い、昨年の消費税率の引き上げに伴う１号保険料の

低所得者の軽減強化措置として、第１段階から第３段階に係る介護保険料を改定す

るものについて令和２年３月３１日付で専決処分したことから、地方自治法第１７

９条第３項の規定により議会の承認を求めるもの。[令和２年４月１日施行] 

 

○基準額：月額５,５００円（年額６６,０００円）：変更なし 

 基準に対す

る保険料率 
対  象  者 

保険料年額 

（改正前） 

保険料年額 

（改正後） 

第１段階 

（令§39Ⅰ①） 

※軽減強化
の率を改正 
×0.5 
×0.375 
⇒ （ 0 . 3 ） 

○老齢福祉年金受給者で世帯全員が市

民税非課税の方 

○生活保護受給者 

○世帯全員が市民税非課税で、前年合

計所得金額+課税年金収入金額８０

万円以下の方 

33,000 

（24,750） 
⇒ 

33,000 

(19,800) 

第２段階 

（令§39Ⅰ②） 

※軽減強化
の率を改正 

×0.75 
×0.625 
⇒ （0.5） 

○世帯全員が市民税非課税で前年の合

計所得金額+課税年金収入金額が８

０万円を超え１２０万円以下の方 
49,500 

（41,250） 
⇒ 

49,500 

(33,000) 

第３段階 

（令§39Ⅰ③） 

※軽減強化
の率を改正 

×0.75 
×0.725 
⇒ （ 0 . 7） 

○世帯全員が市民税非課税で第１・２

段階以外（120 万円超）の方 49,500 
（47,850） 

⇒ 
49,500 

(46,200) 

第４段階 

（令§39Ⅰ④） 
×0.90 

○世帯の誰かに市民税が課税されてい

るが、本人は市民税非課税で前年の

合計所得金額+課税年金収入金額が

８０万円以下の方 

59,400 

変更なし 

第５段階 

(基準額） 
（令§39Ⅰ⑤） 

×1.0 

○世帯の誰かに市民税が課税されてい

るが、本人は市民税非課税で前年の

合計所得金額+課税年金収入金額が

８０万円を超えている方 

66,000 

第６段階 

（令§39Ⅰ⑥） 

×1.2 
（独自率） 

○本人が市民税課税で、前年の合計所

得金額が１２０万円未満の方 79,200 

第７段階 

（令§39Ⅰ⑦） 

×1.3 
（独自率） 

○本人が市民税課税で、前年の合計所

得金額が１２０万円以上２００万円

未満の方 

85,800 

第８段階 

（令§39Ⅰ⑧） 

×1.5 
（独自率） 

○本人が市民税課税で、前年の合計所

得金額が２００万円以上３００万円

未満の方 

99,000 

第９段階 

（令§39Ⅰ⑨） 

×1.7 
（独自率） 

○本人が市民税課税で、前年の合計所

得金額が３００万円以上４００万円

未満の方 

112,200 

第 10 段階 

（ 独自） 

×1.8 
（独自率） 

○本人が市民税課税で、前年の合計所

得金額が４００万円以上６００万円

未満の方 

118,800 

第 11 段階 

（令§39Ⅰ⑩） 

×2.0 
（独自率） 

○本人が市民税課税で、前年の合計所

得金額が６００万円以上の方 132,000 

※公費を投入して低所得者の保険料軽減が行われている。（軽減部分については、国１/2・県 1/4・

市 1/4） 
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議案第３５号 

専決処分の承認を求めることについて 

（小野市国民健康保険条例及び小野市後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例の制定について） 

国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策に伴い国民健康保険、後期

高齢者医療において新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病

手当金を支給しようとするものについて令和２年４月１０日付で専決処分したこ

とから、地方自治法第１７９条第３項の規定により議会の承認を求めるもの。 

 ・支給額は直近の継続した３日間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額

×2/3×日数 

 ・制度の適用は、令和２年１月１日から令和２年９月３０日 

[公布の日（令和２年４月１０日）から施行] 

 

議案第３６号 令和２年度小野市一般会計補正予算（第１号） 

 国の補正予算による補助金を活用し、児童生徒のパソコン及び校内ネットワー

クの整備などをするもの。 

  補正額       ２４３，０００千円 追加 

  補正後総額  ２２，４４３，０００千円 

 

議案第３７号 令和２年度小野市水道事業会計補正予算（第１号） 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民への独自支援策として、「上水道料

金の半年間無料化」を行うもの。 

  収益的収入 補 正 額  △３５０，０００千円 減額 

        補正後総額 １，０３０, ０００千円 

 

議案第３８号 令和２年度小野市一般会計補正予算（第２号） 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としての特別定額給付金の支給や子育

て世帯への臨時特別給付金の支給、休業要請の応じた事業者への経営継続支援事

業などを行うもの。 

  補正額     ５，１６２，０００千円 追加 

  補正後総額  ２７，６０５，０００千円 

 


